
複数の再生手法を比較検討し、建替えの推進を決議した被災マンションの事例

課題 取組 成果

北棟と南棟で異なる被害状況
・熊本地震により、マンションの
南棟部分を中心に大きく傾斜
・北棟と南棟とを結ぶ渡り廊下
部分においても分離
・傾斜している南棟の居住率は
北棟に比べて低く、北棟と南
棟で再生条件が異なっている

被災状況調査
・建物および外構の被災状況についての目視調査を実施

再生方針の決定
・アンケート調査結果を踏ま
え、管理組合は「同マン
ション再生の方針として建
物を解体、除去したうえで、
建替えをする方向で検討を
進める」ことを議決

【エリア】熊本市 【竣工年（築年数）】昭和62年（築31年） 【階層】11階建

【総戸数】77戸＋店舗1戸 【単棟型or 団地型】単棟型 【大規模修繕実施回数】２回

【役員数】12人 【自主管理 or 委託】自主管理 【在外区分所有者の割合】44％

Ｉマンション 補助事業主体：株式会社ユーデーコンサルタンツ

・Ｉ1：「再生手法の比較検討結果」水平展開
可能な資料

権利関係調査
・土地と建物が別々の不動産として登記されていることから、土地及び建物の登
記簿謄本を整理し、区分所有者の権利関係、持分等を把握

各種再生手法の検討
・従来から検討を重ねてきたジャッキアップ工法による「大規模復旧」に加え、区
分所有法およびマンション建替法による「マンション建替え」、マンション建替法
による「敷地売却」等について実現性に向けた課題、問題点を整理
各再生手法における費用対効果の比較検討
・各再生手法について費用対効果を比較し、同マンション再生への実現性（適合
性）を検証

区分所有者の意向調査と再生方針の決定
・マンション再生の判断材料とするために区分所有者を対象にアンケートを実施

再生手法の見直し
・管理組合では、当初、地元建
設会社から提示されたジャッ
キアップ工事（工事費２億円）
による復旧を決議
・検討を重ねてきたが、当該建
設会社から急遽、工事費の増
額提示があり、復旧決議時の
条件と大きく乖離
・区分所有者の理解を得られず、
再生への目処がたたない状
況

大規模復旧工事の項目設定

権利関係の整理
・建物と土地の所有形態、相
続未登記、名義変更未登
記等を確認

各再生手法の比較検討結果
・ジャッキアップ工法の検証
を行ったが、敷地条件より
施工不可という結論に至り、
ジャッキアップによる復旧
を断念
・「建替え」又は「敷地売却」
が望ましいと結論

大規模滅失に該当する復旧費用の分岐点に関する検討
・日本不動産鑑定協会（現：日本不動産鑑定士協会連合会）の不動産カウンセ
ラー部会が作成した判定マニュアルに基づき、同マンションが大規模滅失に該
当することになる復旧費用を算定


